
 

 

消 防 予 第 2 6 6 号 

令和７年６月 2 5 日 

 

各都道府県消防防災主管部長 
殿 

東京消防庁・各指定都市消防長 

 

消 防 庁 予 防 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

都道府県及び市区町村の庁舎に係る防火安全対策の徹底等について 

 

去る令和７年５月６日夜に埼玉県白岡市庁舎において火災が発生し、焼損被害により、当該

庁舎が使用できなくなるなどの事態が生じました。本火災の出火原因については、管轄消防本

部において現在調査中ですが、電気系統のショートの可能性が高いと考えられているところで

す。 

貴職におかれましては、下記の事項に留意の上、都道府県及び市区町村の庁舎に係る防火安

全対策の徹底等を図られますようお願いします。  

また、各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県庁舎管理部局並びに管内市町村

（消防防災部局を通じて庁舎管理部局）に対してその旨周知するようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の規定に基づく助言として

発出するものであることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 平時における出火防止対策 

庁舎における火災の発生を防止するため、防火管理者を中心として、火気の管理や熱を発

する設備・機器の保守点検など出火防止対策を徹底すること。特に、近年、業務用及び個人

用の電子機器やリチウムイオン蓄電池の使用が増えているところであり、以下の点等に留意

して電気火災対策を講じることが重要であること。 

⑴ 電源コード等の劣化・損傷の有無の定期的な点検を実施すること。 

⑵ 電源プラグ及びその差込口（コンセント・テーブルタップ）の周辺に埃が溜まらないよ

う定期的に清掃すること。 

⑶ 電源コードやコンセント・テーブルタップの容量の上限を超えないように電子機器等を

使用すること。 

⑷ リチウムイオン蓄電池を搭載した機器について、メーカー指定の充電器の使用、落下な

どの衝撃防止、異常発熱などがみられた場合の使用停止等に留意すること。 



 

２ 火災発生時における初動対応 

火災が発生した場合に迅速・的確に初動対応することができるよう、休日や夜間を含め応

急体制を確保するとともに、職員等に対して必要な教育・訓練を実施すること。特に、庁舎

の焼損被害を防止・低減する観点においては、以下の点等に留意して実践的な訓練を行うこ

とが重要であること。 

⑴ 庁舎における消火器や屋内消火栓設備等の設置位置を実際に確認するとともに、これら

を用いて初期消火の具体的な要領を確認すること。また、防火戸や防火シャッターについ

ても、設置位置の確認や、作動状況の確認を行うこと。 

⑵ 消防機関へ通報する際の窓口や連絡経路を確認するとともに、消防機関とのやりとりを

模擬した通報訓練を実施すること。 

⑶ 休日や夜間を想定した初期消火、通報等の訓練を実施すること。 

 

３ その他 

⑴ 関係者への周知や訓練指導等に当たり、別紙１及び別紙２のリーフレットを適宜活用さ

れたいこと。 

⑵ 本火災後の庁舎内部の状況について、白岡市のホームページに動画が掲載されているの

で、必要に応じ参照されたいこと。 

https://www.city.shiraoka.lg.jp/emergency_news/kifu/8651.html 

 

 

 

 

 

 

消防庁予防課 企画調整・制度・防災管理係 

奥田違反処理対策官、辻係長、安田総務事務官、

中西総務事務官 

電 話：03-5253-7523 

 

https://www.city.shiraoka.lg.jp/emergency_news/kifu/8651.html


電気火災に注意しましょう
電気器具類が原因となる火災は年々増加しています。現代社会では多種多様な電化製品が作り出さ
れ、電気器具類の火災のリスクは、常に存在しています。私たちの生活の身近には、常に火災のリス
クが潜んでいることを忘れずに、適切な使用・維持管理に努めていきましょう。

別紙１



火災発生時に備えましょう

●火災発生時には、以下の行動を実施しましょう。

大事な３つの初動対応

□ １１９番通報をしましょう。

※ 職場の住所を伝えましょう。

※ 火元、けが人などの情報も伝えましょう。
通報

□ 火災発生場所を確認後、消火器を使用し、初期消火を行いましょう。

□ 消火器で消火できない場合は、屋内消火栓設備を使用しましょう。消火

□ 火元の部屋のドアや防火扉を閉めましょう。

□ 放送などで建物内に火災の発生を知らせ、避難誘導をしましょう。

□ 在館者がいる場合は、火元から遠い避難口へ誘導しましょう。

避難
誘導

教育・訓練
の実施

火災発生時の初動対応の備え、職員に対する防火教育や自衛消防活動の担当者に
対する訓練を定期的に行いましょう。
特に、夜間・休日を想定した少人数での対応などさまざまなシチュエーションを
想定した実践的な訓練をしましょう。

消火器や屋内消火栓設備の位置や使い方は分かりますか？

消火器の使用方法
●いざという時のために、消火器の操作手順を確認しましょう。

【消火器の取扱い説明動画】

消火器の
操作手順

黄色いピンを上に引き抜く
※運搬中にピンを引き抜く
ことは避けましょう。

ノズルを火元に向ける。 レバーをにぎるとノズルか
ら消火剤が放出されます。

119番通報の手順は分かりますか？

避難経路と誘導方法は分かりますか？

※ 自動火災報知設備のベルが鳴ったら、受信機で現場を確認し、火災の有無を確認しましょう。

別紙２



火災発生時に備えましょう

①消火栓ポンプ起動

②ホース延長

③放水

起動ボタンを押し、消火栓ポンプを起動します。

ホースにねじれがないように確認しながら延長し、
出火箇所に向かいます。

ホースノズルのコックを開き放水します。

●２人の操作が必要な屋内消火栓設備
（１号消火栓）

※上記は発信機とポンプ起動ボタン兼用の場合です。
種類によって異なりますので、
事前に起動ボタンの位置を確認しましょう。

①バルブ開放

②ホース延長

③バルブ開放・放水

バルブを開放すると消火栓ポンプが起動します。

ホースを持ちながら、出火箇所に向かいます。

出火箇所に接近した操作員の放水準備ができたら
「放水はじめっ」の合図で、消火栓のバルブを開放
し放水します。

●１人の操作が必要な屋内消火栓設備
（易操作性１号消火栓・２号消火栓・広範囲型２号消火栓）

※１人で操作が可能な屋内消火栓は、
種類によって使用方法が異なりますので、事前に確認しましょう。

屋内消火栓の使用方法
●消火器で消えないときは屋内消火栓設備を使用します。

２人で操作するものと１人で操作できるものがあります。
設置されている屋内消火栓設備の種類を確認し、操作手順を確かめましょう。

消火栓扉（表）の左上隅

○一人で操作可能な消火栓
の表示マーク○

※一人で操作可能な消火栓でも
表示シールがない場合もあります。
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